
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防火対象物管理システム 

実施機関の名称 市川市消防長 

個人情報ファイルが利用に 
供される事務をつかさどる 

組織の名称 

消防局 予防課、東消防署、西消防署、南消防署、 

北消防署 

個人情報ファイルの利用目的 

市内の防火対象物を把握し、立入検査を行い、不備があ

る場合は防火対象物の所有者、管理者及び占有者（以下

「関係者」という。）へ指導を行うために利用する。 

記 録 項 目 

１ 建物名称、２ 所在地、３ 緊急時連絡先、 

４ 敷地面積、５ 建築面積、６ 延面積、 

７ 建物構造、８ 階数、９ 階別面積、 

１０ 設置された消防設備、１１ 収容人員、 

１２ 従業員数、１３ 関係者の店舗名称、 

１４ 関係者の住所、１５ 関係者の氏名、 

１６ 関係者の役職、１７ 関係者の電話番号、 

１８ 防火管理者の氏名、１９ 防火管理者の役職、 

２０ 届出書類情報、２１ 立入検査結果 

記 録 範 囲 関係者及び防火管理者 

記録情報の収集方法 関係者による届出及び関係者からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれる 
ときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する 
組織の名称及び所在地 

（名 称）消防局 予防課 

（所在地）〒２７２－８５０１ 市川市八幡１－８－１ 

訂正及び利用停止に関する 
他の法令の規定による 

特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に該当 

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 作成年月日：令和５年４月１日 
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